
 

人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則一部改正 新旧対照表 

新 旧 

 （特定施設） 

第三条 条例第一条の二第二号の規則で定める施設は、次に掲げるものと

する。 

 一～十 略 

 十一 公共交通移動等円滑化基準第二条第一項第六号に規定する鉄道

駅、同項第七号に規定する軌道停留場、同項第八号に規定するバスター

ミナル、同項第九号に規定する旅客船ターミナル又は同項第十号に規

定する航空旅客ターミナル施設 

 十二以下 略 

 

 （特定施設の新築等をしようとする者の努力義務） 

第三十一条 略 

２ 次の各号に掲げる特定施設の新築等をしようとする者は、それぞれ当

該各号に定める基準を遵守するよう努めなければならない。 

 一～四 略 

 五 第三条第十四号及び第十五号に掲げる特定施設である道路 

  イ 略 

  ロ 立体横断施設、自動車駐車場、案内標識、乗合自動車停留所、路面

電車停留場、休憩施設、照明施設又は防雪施設を設ける場合には、移

動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を

使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令（平成十八年

国土交通省令第百十六号）に定める基準に適合させること。 

 

 （移動等円滑化された経路と便所等との間の経路における傾斜路） 

第三十七条 公共交通移動等円滑化基準第十四条第一項第一号（公共交通

移動等円滑化基準第十五条第二項において準用する場合を含む。）及び第

 （特定施設） 

第三条 条例第一条の二第二号の規則で定める施設は、次に掲げるものと

する。 

 一～十 略 

 十一 公共交通移動等円滑化基準第一条第一項第五号に規定する鉄道

駅、同項第六号に規定する軌道停留場、同項第七号に規定するバスター

ミナル、同項第八号に規定する旅客船ターミナル又は同項第九号に規

定する航空旅客ターミナル施設 

 十二以下 略 

 

 （特定施設の新築等をしようとする者の努力義務） 

第三十一条 略 

２ 次の各号に掲げる特定施設の新築等をしようとする者は、それぞれ当

該各号に定める基準を遵守するよう努めなければならない。 

 一～四 略 

 五 同上 

  イ 略 

  ロ 立体横断施設、自動車駐車場、案内標識、乗合自動車停留所、路面

電車停留場、休憩施設、照明施設又は防雪施設を設ける場合には、移

動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令

（平成十八年国土交通省令第百十六号）に定める基準に適合させる

こと。 

 

 （移動等円滑化された経路と便所等との間の経路における傾斜路） 

第三十七条 公共交通移動等円滑化基準第十四条第一項第一号（公共交通

移動等円滑化基準第十五条において準用する場合を含む。）及び第十六条



新 旧 

十六条第一項第一号（同条第二項において準用する場合を含む。）に規定

する通路に設ける傾斜路並びに同条第一項第二号ニ（同条第二項におい

て準用する場合を含む。）に規定する傾斜路の勾配は、十二分の一（屋外

に設ける傾斜路にあっては、十五分の一）以下としなければならない。た

だし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一以下と

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一項第一号（同条第二項において準用する場合を含む。）に規定する通

路に設ける傾斜路並びに同条第一項第二号ニ（同条第二項において準用

する場合を含む。）に規定する傾斜路の勾(こう)配は、十二分の一（屋外

に設ける傾斜路にあっては、十五分の一）以下としなければならない。た

だし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一以下と

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

 

 

 
 

 

 



新 旧 
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新 旧 

 

 

 

 

 
 

 

 



新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


